
高等学校等育英奨学資金貸付 予約奨学生募集 
令和８年６月 

中学校３年生・義務教育学校９年生と保護者の皆様へ 

高等学校等育英奨学資金貸付は、高等学校等に入学する、優れた生徒で経済的理由により修学が困難な生徒の皆さ

んに奨学資金をお貸しするもの（要返還）です。 

希望される生徒の皆さんは、保護者や先生とよく相談して、手続を行ってください。 

※ 奨学生の募集は、高等学校等入学後（４月）にも行っています。 

※ 宮城県が行う東日本大震災で被災した生徒を対象とする奨学資金（被災生徒奨学資金）との併給はできません。 

※ 対象となるのは、高等学校・中等教育学校の後期課程・特別支援学校の高等部・専修学校の高等課程です。 

※ 高等専門学校（高専）は「独立行政法人日本学生支援機構」が行います。詳しくは各中学校へ御確認下さい。 

記 

   １ 募集時期  ８月 
 

２ 貸付月額（進学後に決定されます） 

 

 

 

 

 

 ※入学準備金の貸付は行っておりませんので、御注意願います。 
 
   ３ 貸付期間 

◇ 令和９年４月から、進学する学校の正規の修業年限が満了する月までです。 
 
   ４ 貸付方法 

      ◇ 奨学生本人の預金口座に、毎月１３日に振り込みます。 

      ◇ １３日が祝日や休日の場合は、前日・前々日等の銀行営業日に振り込みます。 

      ◇ 初回の振込日は令和９年６月１１日（金）の予定です。４～６月の３か月分を振り込みます。 
 
５ 貸付対象者  保護者住所・家計・学力・人物評価が、基準に合致していること。 

      ◇ 保護者 ―― 保護者（保護者又はそれに代わる人）が宮城県内に住所を有すること。  

※生徒の皆さんの進学先は県内・県外を問いません。 

      ◇ 家 計 ―― 家族構成により異なりますが、４人世帯で保護者が給与所得者の場合は給与支払額７７９ 

万円以下、事業者等の場合は所得額３２２万円以下が一応の目安です。 

      ◇ 学 力 ―― 前年度（中２、義務８年生の成績）が全教科の平均値（５段階評価）で３.５以上である

こと。（家庭の事情など特別の事由がある場合は３.０以上であること。） 

◇ 人 物 ―― 勉学意欲があり奨学生にふさわしい生徒であること。（中学校で面接を行います。） 
 
 ６ 奨学資金の償還   

      ◇ 奨学資金は無利子ですが、貸付金ですので全額償還（返還）していただきます。 

      ◇ 高校等卒業後に、「年賦」、「半年賦」、「月賦」、「月賦＋半年賦」のいずれかの方法で償還し、償還の期間は 

       約１０年です。 

◇ 大学等に進学の場合は、申請することにより、在学中の償還が猶予（先延ばし）されます。 
 
   ７ その他 

◇ 予約奨学生に内定した場合、希望すれば、入学した４月下旬に６か月分の奨学資金を前払いで振り込む制 

度があります。詳細は採用内定時にお知らせします。 

◇ 奨学生の募集は、高等学校等入学後（４月）にも行っています。 

        今回の予約奨学生の募集に間に合わないような場合は、高等学校等入学後に応募してください。 

その採用が決定した場合、奨学資金の初回振込は８月となり４月から８月までの５か月分を振り込みます。 

 

申し込み手続などの詳細は、中学校にお問合せください。 

 

宮 城 県 教 育 委 員 会 

高校財務・就学支援室  ℡０２２－２１１－３７１６ 

        〒980-8423 仙台市青葉区本町３－８－１ 

区   分 国・公立 私立 

自宅通学者 １８，０００円 ３０，０００円 

自宅通学者以外 ２３，０００円 ３５，０００円 

 


